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 横浜市 資源集団回収通信  
日頃よりごみの減量・リサイクルの推進にご協力いただきましてありがとうございます。 
今年も残すところあとわずかとなりました。ご家庭で大掃除をする方も多くいらっしゃると思い

ますが、まとめて集積場所に出すということがないよう、計画的に進めましょう。今回は、年末年

始のごみの回収についてのお知らせや資源集団回収奨励金の申請方法、マスクなどの出し方につい

て掲載します。 
 

☆年末年始の回収について 

 

 

 

 
 
 

 
＜行政回収の収集日程＞ 
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「ヨコハマ３Ｒ夢」 

マスコット イーオ 

令和２年度の年末年始の行政回収（横浜市による燃やすごみなどの回収）は、

12 月 31 日（木）～１月３日（日）がお休みとなります。 

資源集団回収についても、原則、回収はお休みとなります。 

 お休みの期間を変える場合などには、登録団体様と回収業者様とで 

ご調整いただきますようお願いいたします。 

＜お願い＞ 
・年末年始は出されるごみや資源物が多くなるため、収集に時間がかかります。 

収集時間が普段より遅くなる場合がありますが、順に収集を行うため、 

朝８時までに分別してお出しください。 

・「燃やすごみ」などと収集日が重なる場合は、混ざらないように 

場所を分けてお出しください。 

・収集がお休みの日は、ごみと資源物を絶対に出さないでください。 

 

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

☆マスク、使用済みのティッシュなどは「燃やすごみ」へ！ 

 

 

 

 
 

 

※配布、回覧板用に本通信が複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーしてご利用ください。 

横浜市ホームページにもフルカラー版を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。 
 
  

  

      

皆さんこんにちは。ミーオです。 

今回は資源集団回収奨励金の申請方法についておさらいするよ。 

どうも、イーオです。 そもそも、 

申請書類って何をいつまでに出せばいいんだっけ？ 

出すものは、 

奨励金交付申請書（第 4 号様式）と回収伝票（第 3 号様式）だよ。 

回収業者さんに直接資源物を持ち込んでいる団体さんは、計量証明も必要だよ。 

提出締切は、回収を実施した月の翌々月５日（締切が土日祝日の場合は、 

翌営業日）だよ！ 

提出期限に遅れないように注意しないといけないね！ 

ほかに気を付けることはある？ 

申請書の提出先と、差出人のご住所・お名前が記入してあるかを、 

郵送する前に再確認してほしいな。 ちなみに提出先の住所は、庁舎移転したから、 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50-10 に 6 月から変わったよ！ 

 

あと、切手が貼られていない 

郵送物や、料金不足の郵送物が 

増えているから、 

正しい郵便料金の切手を貼付 

しているか、あわせて確認してね！ 
 

（※その他の郵便料金や詳細につきましては、 

日本郵便のホームページをご覧ください。）   

わかった、よく確認してから送るね！ 

 マスクや使用済みのティッシュなど、リサイクルに適さないごみの 

「古紙」への混入が増えています。 

 マスクや使用済みのティッシュなどは、「燃やすごみ」としてお出しください。 

 古紙のリサイクル推進のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

QR コードの読み取りは 
こちらから！ 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

今後とも、資源集団回収へのご協力をお願いいたします。 

トップページ > 暮らし・総合 > 住まい・暮らし  

> ごみ・リサイクル > ごみと資源の分け方・出し方 

> 資源集団回収 > 各種登録・申請方法 > ダウンロードコーナー 


